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   足立区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第４７条第１項第１号、第７９条第２項第１号並びに第８１

条第１項及び第２項の規定に基づき、足立区における指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。               

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。

以下「基準省令」という。）で使用する用語の例による。    

 （指定居宅介護支援事業の申請者の資格） 

第３条 法第７９条第２項第１号に規定する条例で定める者は、法人と

する。 

２ 前項に規定する法人の役員等（法第７０条第２項第６号に規定する

役員等をいう。）は、足立区暴力団排除条例（平成２４年足立区条例第

３７号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する

暴力団関係者であってはならない。 

 （指定居宅介護支援等の事業の人員に関する基準） 

第４条 法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援の事

業に係る人員に関する基準及び法第８１条第１項に規定する介護支援



専門員の員数等の指定居宅介護支援の事業に係る人員に関する基準は、

この条例に特別の定めのあるものを除くほか、基準省令の規定の例に

よる。 

 （指定居宅介護支援等の事業の運営に関する基準） 

第５条 法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援の事

業の運営に関する基準及び法第８１条第２項に規定する指定居宅介護

支援の事業の運営に関する基準は、この条例に特別の定めのあるもの

を除くほか、基準省令の規定の例による。 

２ 前項の場合における基準省令第２９条第２項の規定の適用について

は、同項中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

 （指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第６条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わ

れなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、第三者による評価その他の多様な評価

の手法を用いて自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

   付 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 介護保険法の改正に伴い、足立区における指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準等を定める必要があるので、この条例案を

提出いたします。 


